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      令 和 ３ 年 ３ 月 ９ 日 

自 動 車 交 通 部 

 

自動車運送事業者に対する行政処分について意見を募集中 
～健康診断未受診者による健康起因事故も行政処分の対象～ 

 
自動車運送事業者（バス、タクシー、トラック事業者）の運転者の疾病により事業用自動車の運転

を継続できなくなった件数が増加しています。そのため、国土交通省自動車局では「自動車運送事業

者に対する行政処分等の基準」を改正（通達改正）し、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故

を惹起したような悪質違反について、行政処分の対象に追加することとし、現在意見を募集していま

す。 

 

１．改正概要 

 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正についてのとおり。 

 

２．意見募集期間 

  令和３年２月１３日（土）から令和３年３月１４日（日）まで。 

 

３．意見提出方法等 

ご意見はインターネット、電子メール、ＦＡＸ又は郵送で提出ができます。 

詳細は電子政府の総合窓口(e-Gov)でご確認ください。 

(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 

北陸信越運輸局 自動車交通部 自動車運送事業安全監理室 

                   開田（サキタ） 

℡ ０２５－２８５－９１６４                      

資料７  
  参考資料 



 

「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正について 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 

国土交通省自動車局 

Ⅰ．背景 
 

自動車運送事業（トラック、バス、タクシー）の運転者の疾病により事業用自動車の運

転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告される件数は増加

傾向にある。また、報告中、運行の中断等、交通事故に至らなかった事案が大半を占めて

いるが、運転中に操作不能となったものが約2割にのぼっている。 

道路運送法第27条第2項及び貨物自動車運送事業法第17条第2項の規定により、「事業

者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業

用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければ

ならない。」とされているところであるが、必ずしも遵守されていない事例があるものと考

えられる。 

以上のような状況を踏まえ、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したよ

うな悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとする。 

 

Ⅱ．改正概要 

 以下の違反を新たに行政処分の対象に追加する。 

・未受診者による健康起因事故が発生したもの（注１）（注２）  

  初違反 40 日車  再違反 ８０日車 

 

（注1） 健康起因事故とは、当該運転者が、脳疾患、心臓疾患および意識喪失

により生じた重大事故をいう。 

（注2） 事業者が、当該運転者の事故発生日から過去 1 年以内に法定の健康診

断を受診させずに乗務させていた場合などに適用する。 

  

 

＜参考＞現行の行政処分の基準 

  １ 疾病、疲労等のおそれのある乗務 

① 未受診者１名     初違反： 警  告  再違反： １０日車 

② 未受診者２名     初違反： ２０日車  再違反： ４０日車 

③ 未受診者３名以上   初違反： ４０日車  再違反： ８０日車 

     ２ 疾病、疲労等による乗務   初違反： ８０日車  再違反：１６０日車  

     ３ 薬物等使用乗務        初違反：１００日車  再違反：２００日車 

     

 

Ⅲ．今後のスケジュール（予定） 
 

通達発出：令和３年３月中 

通達施行：令和３年４月１日 



○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数は、健康起因事故に

対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向

○昨年１２月及び本年１月、運転者の健康起因による死亡事故が相次いで発生

健康起因事故を踏まえた行政処分の強化

事故事例

事例① 事例②

令和２年１２月１７日北九州市内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７４歳男性（運転経験３０年）
事故概要

乗客３名を乗せ運行中、道路右側電柱に衝突
この事故により、運転者及び乗客（７２歳）が死亡、他２名は負傷
事故原因は、報道によると心不全

※直近１年健康診断未受診。運転者は１０年前に医師から心疾患の診断を受け
投薬を続けていたが、事業者は把握していなかった。

令和３年１月４日渋谷区笹塚（甲州街道）内発生
事業者：法人タクシー
運転者：７３歳男性（運転経験３４年）
事故概要

乗客１名を乗せ運行中、横断歩道を渡っていた歩行者６名をはねた
この事故により、歩行者１名が死亡、他の歩行者５名が重軽傷
事故原因は、くも膜下出血により意識を失った疑い

※健康診断は、昨年１２月８日に受診。高血圧、脂質異常症について治療中だ
が、産業医から要注意者として指摘なし。

＜処分基準強化（案）＞
行政処分基準（全モード）

運輸規則第２１条第５項及び安全規則第３条第６項
１ 疾病、疲労等のおそれのある乗務

① 未受診者１名 警 告（１０日車）
② 未受診者２名 ２０日車（４０日車）
③ 未受診者３名以上 ４０日車（８０日車）

２ 未受診者による健康起因事故が発生したもの ４０日車（８０日車）
３ 疾病、疲労等による乗務 ８０日車（１６０日車）
４ 薬物等使用乗務 １００日車（２００日車）

＜適用方法（案）＞
・健康起因事故とは、当該運転者が、脳疾患、心臓疾患及び意識

喪失を発症し、負傷者（当該運転者を除く。）が生じた重大事故を
いう。

・事業者が、当該運転者の事故発生日から過去１年以内に法定の
健康診断を受診させずに乗務させていた場合、または、健康診断
受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関連する
疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにも
かかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合のいずれ
かに該当した場合に適用する。
なお、「２」を適用した運転者は、「１」の調査対象から除く。

※令和３年２月１３日 パブコメ開始 令和３年４月１日施行予定

参 考



○運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案として、自動車事故報告規則に基づき報告のあった件数

は、健康起因事故に対する事業者の意識の高まり等を反映し増加傾向にある。

○運行の中断等、交通事故に至らなかったものが大半を占めるが、約２割が運転中に操作不能となった事案である。

健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）

乗合 （運転者数：約８万人）

貸切・特定 （運転者数：約５万人）

タクシー （運転者数：約２８万人）

トラック （運転者数：約８６万人）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害等により、
運転操作が不能となったもの
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（参考）運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移
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運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害等により、
運転操作が不能となったもの

乗合 貸切・特定

タクシー トラック

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

運転者数：約８万人 運転者数：約５万人

運転者数：約２８万人 運転者数：約８６万人

○乗合バスは、乗務の中断等が大幅に増加している。

○タクシーは平成２８年以降事故件数が減少している。

（路線バス等） （観光バス等）

（参考）業態別の健康状態に起因する事故報告件数の推移



健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２５～３０年）

○過去６年間で健康起因事故を起こした運転者１，５６４人のうち心臓疾患、 脳疾患、大動脈瘤及び解離が３１％を占める。
○うち、死亡した運転者２６７人の疾病別内訳は、心臓疾患が５３％、脳疾患が１３％、大動脈瘤及び解離が１３％を占める。

計２６７人計１，５６４人

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

２２７人,１４％

不明
３１０人
２０％

その他
５７９人
３７％

脳疾患
（くも膜下出血、

脳内出血等）

２１２人,１４％

大動脈瘤及び解離
４９人,３％

呼吸器系疾患
１１１人,７％

消化器系疾患
７６人,５％

不明
３４人
１３％

大動脈瘤及び解離
３４人,１３％

その他
２１人,８％

心臓疾患
（心筋梗塞、心不全等）

１４３人
５３％

脳疾患
（くも膜下出血、脳内出血等）

３５人
１３％

健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２５～３０年）

（参考）健康起因事故の疾病別の内訳（平成２５～３０年）
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○管内の事故事例

令和２年７月１６日富山県高岡市内発生

事業者：法人タクシー

運転者：５３才男性

健康状態に起因する事故報告件数
（業態毎の件数）

健康状態に起因する事故報告件数
（報告内容毎の件数）

乗合

貸切・特定

タクシー

トラック

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じたもの（人身事故等）

衝突・接触を伴うもので、死傷者が生じていないもの（物損事故等）

衝突・接触がなかったもの（乗務の中断等）

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害等により、
運転操作が不能となったもの

（参考）管内の運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移

事故概要

国道８号線の高岡市内の交差点において、赤信号で停車中の車両４台に衝突し、

４名が負傷（軽傷）。運転手の「入院診療計画書」の病名記載欄には「脳出血（左

被殻出血）」と記載。なお、運行前点呼では異常なしと判断されている。
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心臓疾患,
１６人, ２６％

脳疾患

１５人, ２５％

大動脈瘤

１人, ２％
呼吸器系疾患

２人, ３％

消化器系疾患

２人,３％

その他

１５人, ２５％

不明

１０人, １６％

心臓疾患

１０人,６６％
脳疾患

２人,１３％

大動脈瘤

１人,７％

呼吸器系疾患

１人,７％

不明

１人,７％

健康起因により死亡した運転者の疾病別内訳
（平成２５～３０年）

○過去６年間で健康起因事故を起こした運転者６１人のうち心臓疾患、 脳疾患が５１％を占める。
○うち、死亡した運転者１５人の疾病別内訳は、心臓疾患が６６％、脳疾患が１３％を占める。

計１５人計６１人

健康起因事故を起こした運転者の疾病別内訳
（平成２５～３０年）

（参考）管内の健康起因事故の疾病別の内訳（平成２５～３０年）


